
                     平 成 ２ ０ 年 ４ 月 ７ 日 
国土交通省九州地方整備局 

平成２１・２２年度 建設工事の競争参加資格審査における経営事項審査 
の取扱いについてのお知らせ（国土交通省直轄工事の場合） 

経営事項審査は公共工事を請け負おうとする建設業者に義務付けられた経   

営に関する客観的事項の審査であり、平成１９年９月の中央建設業審議会総

会における経営事項審査の改正案についての審議を踏まえ、建設業法施行規

則の一部を改正する省令（平成２０年１月３１日国土交通省令第３号）が制

定されるとともに、平成２０年１月３１日付け国土交通省告示第８５号をも

って建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第３項の経営事

項審査の項目及び基準の改正がなされ、同日付け国土交通省国総建第２６９

号をもって、「経営事項審査の事務取扱いについて」が改正されたところです。 
これらを踏まえ、平成２１・２２年度国土交通省直轄の建設工事の競争参加

資格審査に使用する経営事項審査に係る総合評定値について、次のとおり取扱

う予定ですのでお知らせいたします。 
 

１ 平成２１・２２年度建設工事の競争参加資格審査に必要な総合評定値 
① 経営事項審査の審査基準日が、競争参加資格審査（以下「資格審査」とい

う。）の定期受付の申請書類提出期間終了日の１年７月前までのものであっ

て、資格審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査に係る総合評定値

であること。 
② ただし、上記平成２０年１月に改正された審査項目及び基準（以下「改

正後の基準」という。）による経営事項審査の総合評定値（２に記載の再審

査による場合を含む。）に限る。  
 

２ 経営事項審査の審査基準の改正に伴う再審査 
１①による総合評定値について、決算期の関係で資格審査の申請期間終了

日までに、改正後の基準による通知を受ける事ができない場合には、改正前

の基準による１①の総合評定値について、再審査を以下の期間内に受けて下

さい。（なお、再審査の場合も経営状況分析については、登録経営状況分析機

関からの結果通知書が必要となりますので御留意願います）。 
 
再審査申立期間：平成２０年４月１日（火）～平成２０年７月２９日（火） 
（主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申立書及び添付書類を提

出して下さい。） 



３ 経営事項審査の申請から通知までの期間等 
建設工事の競争参加資格審査の定期受付に係る申請書類（インターネット 

を使用して申請する場合の申請用データを含む。）の提出期間は、現在のとこ

ろ以下の期間を予定しております。 
また、この際に必要となる再審査を含む改正後の基準による総合評定値は、

申請から通知が届くまでに３ヶ月程度要しますので、申請者は資格審査の申

請に間に合うよう早めに経営事項審査の申請をお願いします。 
 

（定期受付に係る申請書類の提出期間） 
・インターネット方式：平成２０年１２月～平成２１年１月中旬 
・文 書 方 式：平成２０年１２月～平成２１年１月 

            （登録部局によって、提出期間が異なります。） 
 
※ 総合評定値の再審査について 

  平成２１・２２年度の資格審査は、統一的な評価基準に基づく審査実施

の観点から、改正後の基準による総合評定値に基づく審査を行う予定です。

再審査が必要な方について、再審査を受けなかったため、改正後の基準

による総合評定値の通知が資格審査の定期受付期間に間に合わなかった場

合には、改正後の総合評定値の通知を受けたうえで、後日、随時受付をし

ていただくことになりますので、定期受付に係る競争参加資格の認定（平

成２１年４月１日を予定）が必要な場合は、必ず２に記載の再審査を受け

るよう御留意願います。 

 
※ 問合せ先（代表電話０９２－４７１－６３３１） 

  
（道路・河川・官庁営繕・公園 関係について） 

九州地方整備局 総務部 契約課 調査係 内線 2521，2522 
 

（港湾空港 関係について） 
九州地方整備局 総務部 経理調達課 契約企画係 内線 285，269 

 
 


